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告　
　
　

示

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取

	

三
二
五

　

扱
事
務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定	

三
二
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
（
六
件
）	

三
二
五

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

三
二
七

○
道
路
の
供
用
開
始	

三
二
八

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	

三
二
八

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

三
二
九

○
県
営
住
宅
使
用
料
等
の
収
納
事
務
の
委
託	

三
二
九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
三
〇

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
三
〇

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
平
成
三
十
一
年
度
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
及
び
高
等
部
入
学
者
選
抜
の
基
本

	

三
三
一

　

事
項
に
つ
い
て

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て	
三
三
八

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

三
三
九

　
　
　
　

正　
　
　

誤

○
平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日
付
第
二
千
七
百
九
十
四
号
中	

三
三
九

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　
　
　

	

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務

の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
一
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
の
表
中
二
十
七
の
項
を
二
十
八
の
項
と
し
、
二
十
の
項
か
ら
二
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二	

十　

山
梨
県
職
員
（
任
期
付

職
業
訓
練
職
）
選
考
採
用
試

験

総
合
得
点
及
び
順
位
第
一
次
選
考
の
不
合

格
者
に
つ
い
て
は
、

第
一
次
選
考
の
結
果

の
通
知
の
日
か
ら
一

か
月
間
。
第
二
次
選

考
の
受
験
者
に
つ
い

て
は
、
第
二
次
選
考

の
結
果
の
通
知
の
日

か
ら
一
か
月
間
。

同
右

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
が

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境

部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
二
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
す
る
区
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
字
堰
下
二
百
二
十
一
番
一
の
一
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う


